
第

二

千

十

号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

(

水
曜
日)

目

次

告

示

○
住
居
表
示
の
た
め
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
の
変
更

(

市

町

村

課)

八
四
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
四
八

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

八
四
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
四
九

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定

(

下
呂
農
林
事
務
所)

八
五
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

八
五
〇

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(
保
健
医
療
課)

八
五
〇

○
指
定
自
立
支
援
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

八
五
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

道
路
維
持
課)

八
五
一

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

八
五
一

○
美
濃
加
茂
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)
八
五
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)
八
五
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号)

に
基
づ
く
住
居
表
示
の
た
め
、
地

方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
の
別

図
一
に
示
す
区
域
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
を
別
図
二
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
岐
阜
市
長
か
ら
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

こ
の
町(

字)

の
名
称
及
び
区
域
の
変
更
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の

と
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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翌
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岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
丹
生
川
町
大
沼
字
西
ケ
洞
四
四
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
丹
生
川
町
森
部
字
水
谷
一
五
八
〇
の
一
、
一
五
八
〇
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
一
之
宮
町
字
餅
谷
平
栃
洞
六
六
四
九
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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県
道

道
路
の
種
類

田
口
洞
線

路
線
名

下
呂
市
蛇
之
尾
字
丸
尾
山
八

一
九
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

八

三
二
番
二
地
先
ま
で

下
呂
市
蛇
之
尾
字
洞
戸
四
九

七
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

字
丸
尾
山
八

一
九
番
三
地
先
ま
で

下
呂
市
蛇
之
尾
字
洞
戸
四
九

七
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

字
丸
尾
山
八

一
九
番
三
地
先
ま
で

下
呂
市
蛇
之
尾
字
洞
戸
四
九

七
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

字
日
影
一
三

二
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 Ａ
後
ＢＣ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜�･��･�〜��･� �･�〜�･��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ���･����･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ

は
関
係

図
面
に

表
示
す

る
敷
地

の
区
分

を
い
う
。

備

考

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
古
川
町
黒
内
字
深
ノ
洞
二
一
九
七
の
一
、
字
板
取
二
一
九
八
の
一
、
二
一
九
八
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

や
ぶ
た
店

か
わ
む
ら
薬
局

ア
イ
ラ
ン
ド
薬
局

穂
積

店 ア
イ
セ
イ
薬
局

お
お
く

て
店 名

称

岐
阜
市
薮
田
南
三
―
六
―
八

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
三
―
三
二
―
六

瑞
穂
市
牛
牧
字
札
木
八
一
六
―
五

瑞
浪
市
大
湫
町
一
一
三
―
五
四

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･��･� 平

成
��･��･� 平

成
��･��･� 平

成
��･��･� 指

定

年
月
日

岐
阜
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞
字
鹿
通
二
〇
三
〇
、
二
〇
八
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
下
呂
農
林
事
務
所
及
び
下
呂
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
じ
み
の
ふ
る
さ
と

三

代

表

者

の

氏

名

喜
多

祐
荘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
切
通
五
丁
目
一
〇
番
二
〇
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
等
に
対
し
て
生
活
自
立
支
援
や
社
会
参

加
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
や
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)
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岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
九
七

号
の
九

平
成
二
〇
・

九
・

八

同
岐
建
築
第
二
六
の
一

二同
二
〇
・
一
〇
・
二
二

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

有
限
会
社

か
わ
む
ら
薬

局 カ
ガ
シ
マ
調
剤
薬
局

ニ
コ
ニ
コ
調
剤
薬
局

羽

島
店 名

称

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
三
―
三
二
―
六

岐
阜
市
西
鏡
島
二
―
一
二
四

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
東
百
石
町
三

四
二
三
―
二

所

在

地

羽
島
郡
笠
松
町
字
美
笠
通
三
丁
目
一
〇
番
一

及
び
一
〇
番
二
の
一
部

同

郡
同

町
字
瓢
町
五
一
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類道

路
公
共
施
設
の

種
類

平
成
��･��･�� 平

成
��･��･�� 平

成
��･��･� 辞

退

年
月
日

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

愛
知
県
丹
羽
郡
扶
桑
町
大
字
高
雄
字
下
山
一
〇
一

番
地
一有

限
会
社

千
竹
地
所

代
表
取
締
役

千

田

一

光

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
道
路
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
高
度
化
構
築
業
務
及
び
岐
阜
県
道
路
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
運
用

維
持
管
理
に
お
け
る
保
守
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
９
月
９
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
10月
21日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
名
古
屋
市
西
区
菊
井
二
丁
目
６
番
７
号

株
式
会
社
メ
イ
ケ
イ

代
表
取
締
役
石
井
敏
仁

６
落
札
価
格
41,480,820円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
三
五
号
の
一
五

同

二
〇
・

五
・
一
三

同
西
建
築
第
五
六
号
の
四

同

一
九
・
一
二
・
一
二

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
七

同
二
〇
・
一
一
・
一
四

同
西
建
築
第
五
一
号
の
五

同

二
〇
・

六
・

五

同
西
建
築
第
五
〇
号
の
一
〇

同

二
〇
・
一
〇
・
一
六

同
岐
建
築
第
九
四
号
の
一
五

同

二
〇
・

八
・
二
一

同
岐
建
築
第
九
四
号
の
九

同

二
〇
・

八
・

七

美
濃
加
茂
市
太
田
町
三
三
八
番
か
ら
三
四
一

番
ま
で
、
及
び
三
四
九
番
か
ら
三
五
二
番
ま

で 海
津
市
海
津
町
金
廻
字
金
廻
裏
二
番
二
、
三

番
、
四
番
の
一
部
、
五
番
、
六
番
の
一
部
、

七
番
の
一
部
及
び
八
番

同

市
同

町
福
江
字
角
山
一
一
九
七
番
一

の
一
部
、
一
一
九
七
番
二
の
一
部
、
一
一
九

八
番
一
の
一
部
、
一
一
九
八
番
二
の
一
部
、

一
一
九
九
番
一
の
一
部
、
一
二
〇
四
番
の
一

部
、
一
二
〇
五
番
の
一
部
、
一
二
〇
六
番
の

一
部
、
一
二
〇
七
番
二
の
一
部
及
び
一
二
一

二
番
二

同

郡
安
八
町
西
結
字
中
島
二
七
三
〇
番
一

及
び
二
七
三
一
番
一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
更
屋
敷
字
神
明
堂
四
〇

六
番
一

同

市
正
木
町
大
浦
字
中
山
五
四
九
番
二

羽
島
市
堀
津
町
字
新
田
二
四
一
三
番
一
か
ら

二
四
一
三
番
四
ま
で

緑
地

道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設
、

緑
地
、
下
水

道
、
水
路

同 同 同 同

同 同 同 同 同 同

多
治
見
市
高
根
町
四
丁
目
二
九
番
地

中
部
薬
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山

口

眞

里

海
津
市
海
津
町
高
須
五
一
五
番
地

海
津
市
長

松

永

清

彦

大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
三
九
一
番
地

新

井

冨
美
男

同

市
正
木
町
大
浦
三
四
二
九
番
地
一

井

村

博

昭

羽
島
市
堀
津
町
新
田
二
四
一
三
番
地

三
恵
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小

嶋

一

浩

○
美
濃
加
茂
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

美
濃
加
茂
都
市
計
画
下
水
道

美
濃
加
茂
市
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
美
濃
加
茂
市
水
道
部
下
水
道
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
須
川
土

地
改
良
区

平
成
��･��･�
理
事

坂�
雄

安
八
町
中

一
五
三
番
地
の
一

同

藤

井

弘

英

同

西
結

九
一
〇
番
地

同

小

川

久

義

同

東
結

五
九
七
番
地

同

堀

諭

同

一
六
八
七
番
地

同�
原

宏

行

安
八
町
氷
取

一
一
七
七
番
地

同

馬

渕

計

雄

同

大
明
神

一
六
七
番
地

監
事

堀

知

靖

同

西
結

一
五
七
六
番
地

同

淺

野

光

敏

同

南
條

六
八
二
番
地
の
三

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
須
川
土

地
改
良
区

平
成
��･��･�
理
事

坂�
雄

安
八
町
中

一
五
三
番
地
の
一

同

古

澤

善

彦

同

西
結

八
四
三
番
地

同

土

岐

正

弘

同

東
結

一
一
二
番
地

同

堀

諭

同

一
六
八
七
番
地

同�
原

宏

行

安
八
町
氷
取

一
一
七
七
番
地

同�
木

定

夫

同

大
野

六
〇
九
番
地

監
事

堀

知

靖

同

西
結

一
五
七
六
番
地

同

河

合

重

則

同

北
今
ヶ
渕

八
二
三
番
地
の
一
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平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


